
飛騨地域観光誘客広告・メディア連携事業業務委託仕様書 

  

１ 業務名 

 飛騨地域観光誘客広告・メディア連携事業業務委託 

 

２ 業務委託期間 

 契約締結の日から令和９年２月 26 日（金）まで（事業のメイン展開は９月とするが、効果測

定や報告を含めた期間とする） 

 

３ 委託業務の目的等 

 岐阜県飛騨地域においては、特定の時期や場所に観光客が集中するという課題が生じている。

一方で、夏休み明けの９月は来訪者が落ち込む閑散期にあたる。 

 本事業では、この９月を「混雑を避け、自分のペースでゆとりを持って飛騨を楽しめる魅力的

な時期」として再定義する。特に、来訪者数が減少傾向にある中京圏（愛知県を重点エリアとす

る）の 30・40 代をターゲットとして、戦略的なプロモーションを行う。 既存の主要コンテンツ

に頼りすぎず、飛騨地域の資源を活かした新しい滞在価値を発信することを目的とする。 

 

４ 業務内容（提案を求める事項） 

（１）プロモーションコンセプト・計画の作成 

  ・９月の閑散期において、ターゲットが「あえて今、飛騨へ行きたい」と感じるような、飛

騨地域４市村（高山市、飛騨市、下呂市、白川村）を横断する共通コンセプトを立案し、

下記事項を明確にしたプロモーション計画を提案すること。 

  ＜ターゲット＞ 

    ①重点ターゲット 

     中京圏（特に愛知県）在住の 30代・40 代（ファミリー、カップル、個人等、形態は

問わない） 

    ②ターゲットの特性 

     自家用車等での移動が可能な層 

  ＜プロモーション手段（広告媒体）＞ 

   ・デジタル広告、SNS 運用、メディア関係者・インフルエンサー招聘、タイアップ記事制

作、雑誌、新聞、テレビ等、ターゲットに最も効果的にリーチするための手法を具体的

に提案すること。なお、提案に際しては、訴求するターゲットのペルソナを設定の上、

それに対応する手法とすること。 

  ＜プロモーションの内容＞ 

   ・ターゲットのライフスタイルに寄り添い、人混みを避け、心にゆとりを持って過ごせる

滞在を想起させるストーリーを構築すること。 

   ・飛騨地域４市村の魅力を再編集し、広域周遊や宿泊に繋げるためのクリエイティブ（記

事、動画等）を制作すること。 

   ・特定のエリアに偏らない、飛騨地域４市村を跨ぐ周遊を促すための具体的な導線設計を



行うこと。その際、物理的な全エリア踏破を強いるのではなく、エリア全体の選択肢を

提示し、混雑分散を図ること。 

   ・混雑を回避し、ゆとりある滞在を実現するための情報提供の工夫を行うこと。 

（２）プロモーションの実施 

   ・上記（１）で作成した計画に基づき、発注者と協議の上、プロモーションを実施するこ

と。 

   ・プロモーションの実施にあたり必要となる広告素材の制作費は本委託料に含まれるもの

とする。なお、飛騨地域４市村が所有する素材（写真等）は提供が可能であるため、適

宜相談すること。 

（３）プロモーションの目標設定及び効果検証 

   ・ （２）で実施するプロモーションの目標値を設定すること。（例：ＰＶ数、発行部数な

ど） 

   ・設定した目標値に対して効果検証を行い、次年度以降のプロモーション戦略の参考とな

るよう実績報告書にまとめること。 

 

５ 打合せ及び報告、協議 

 ・「４ 業務内容」はいずれも発注者と協議の上、決定し、進めるものとする。 

 ・業務着手時や業務遂行中、業務完了時等、電子メール、オンライン会議等で適宜打合せ、協

議を行うものとする。 

 

６ 留意事項 

 ・本業務の実施にあたり、受注者は業務実施責任者１名及び業務担当者１名以上を配置するこ

と。 

 ・本業務の実施にあたり、取材が必要となる場合の撮影許可ほか関係者との調整等は受注者で

行うこと。 

 ・本業務を実施する上で発生する肖像権、著作権ほか各種権利関係については、受注者が適正

に手続きするものとする。 

 ・著作権等の権利処理に必要な経費、撮影で必要なグルメ、体験等の経費、モデル、タレント

等を活用する場合の出演料や交通費等、本業務の実施に必要な経費はすべて契約金額に含ま

れるものとし、発注者は契約金額以外の費用は負担しない。 

 

７ 業務完了後の提出書類 

 受注者は本業務完了後、速やかに業務の実施内容、効果検証結果等を記載した実績報告書及び

業務完了届を発注者に提出すること。 

 

８ 委託料の支払い等 

 発注者は本業務完了後、受注者が発行する請求書に基づき委託料を支払うものとする。 

 

 



９ 業務の適正な実施に関する事項  

（１）関係法令の遵守 

   発注者及び受注者は、飛騨地域観光協議会業務委託契約約款に基づき、本仕様書に従い、

労働基準法、労働関係調整法、最低賃金法、その他関係法令を遵守し、この契約を履行しな

ければならない。 

（２）業務の一括再委託の禁止 

   受注者は、受注者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることができな

い。ただし、業務を効率的に行う上で必要と思われる業務については、発注者と協議の上、

業務の一部を委託することができる。 

（３）個人情報保護 

   受注者が業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合には、個人情報の保護に関する法

律（平成 15 年法律第 57 号）及び別記１「個人情報取扱特記事項」に基づき、その取扱い

に十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の保護に努めること。 

（４）守秘義務 

   受注者は、委託業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益

のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。 

（５）立入検査等 

   発注者は事業の執行の適正を期するため必要があるときは、受注者に対して報告をさせ、

または事務所等に立ち入り、関係帳簿類、その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問

を行う場合がある。 

 

10 業務の継続が困難となった場合の措置 

 発注者と受注者との契約期間中において、受注者による業務の継続が困難になった場合の措置

は、次のとおりとする。 

（１）受注者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合 

   受注者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合には、発注者は契約の取

消しができる。この場合、発注者に生じた損害は、受注者が賠償するものとする。なお、次

期受注者が円滑かつ支障なく当事業の業務を遂行できるよう、引き継ぎを行うものとする。 

（２）その他の事由により業務の継続が困難となった場合 

   災害その他不可抗力等、発注者及び受注者双方の責に帰すことができない事由により業務

の継続が困難となった場合、業務継続の可否について協議するものとする。一定期間内に協

議が整わない場合、それぞれ、事前に書面で通知することにより契約を解除できる。 

   なお、委託期間終了若しくは契約の取消しなどにより次期受注者に業務を引き継ぐ際は、

円滑な引き継ぎに協力するとともに、必要なデータ等を遅滞なく提供すること。 

 

11 その他 

 ・本仕様書に明示なき事項、または業務上疑義が発生した場合は、両者協議により業務を進め

るものとする。 

 ・本委託業務の実施にあたっては、発注者と受注者が十分に協議した上で行うこと。 



別記１ 

個人情報取扱特記事項 

 （基本的事項） 

第１ 受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たって

は、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければなら

ない。 

 

（責任体制の整備） 

第２ 受託者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維

持しなければならない。 

 

（責任者等の届出） 

第３ 受託者は、この契約による事務の実施における個人情報の取扱いの責任者及び事務に従事

する者（以下「事務従事者」という。）を定め、書面によりあらかじめ、発注者に届け出なけ

ればならない。責任者及び事務従事者を変更する場合も、同様とする。 

２ 受託者は、責任者に、本特記事項に定める事項を適切に実施するよう事務従事者を監督させ

なければならない。 

３ 受託者は、事務従事者に、責任者の指示に従い、本特記事項に定める事項を遵守させなけれ

ばならない。 

４ 受託者は、責任者及び事務従事者を変更する場合の手続を定めなければならない。 

 

（教育の実施） 

第４ 受託者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項において

事務従事者が遵守すべき事項その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修

を、事務従事者全員に対して実施しなければならない。 

 

（収集の制限） 

第５ 受託者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、事務の目的を明

確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければ

ならない。 

２ 受託者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、本人から収集し、

又は本人以外から収集するときは本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、発

注者の承諾があるときは、この限りでない。 

 

（目的外利用・提供の制限） 

第６ 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目

的に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、発注者の承諾があるときは、この限

りでない。 

 

（漏えい、滅失及び毀損の防止） 

第７ 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の

漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう

努めなければならない。 

２ 受託者は、発注者からこの契約による事務を処理するために利用する個人情報の引渡しを受

けた場合は、発注者に受領書を提出しなければならない。 

３ 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を取り扱う場所（以下

「作業場所」という。）を特定し、あらかじめ発注者に届け出なければならない。その特定し

た作業場所を変更しようとするときも、同様とする。 

４ 受託者は、発注者が承諾した場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個

人情報を作業場所から持ち出してはならない。 

５ 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を運搬する場合は、その

方法（以下「運搬方法」という。）を特定し、あらかじめ発注者に届け出なければならない。



その特定した運搬方法を変更しようとするときも、同様とする。 

６ 受託者は、事務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名を明記した

名札等を着用させて事務に従事させなければならない。 

７ 受託者は、この契約による事務を処理するために使用するパソコンや記録媒体（以下「パソ

コン等」という。）を台帳で管理するものとし、発注者が同意した場合を除き、当該パソコン

等を作業場所から持ち出してはならない。 

８ 受託者は、この契約による事務を処理するために、私用のパソコン等を使用してはならな

い。 

９ 受託者は、この契約による事務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他個人情

報の漏えい等につながるおそれがあるソフトウエアをインストールしてはならない。 

10 受託者は、第１項の個人情報を、秘匿性等その内容に応じて、次の各号の定めるところによ

り管理しなければならない。 

 ⑴ 個人情報は、金庫、施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室等に

保管しなければならない。 

 ⑵ 個人情報を電子データとして保存又は持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の

保護措置をとらなければならない。 

 ⑶ 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された記録媒体及びそのバック

アップデータの保管状況並びに記録された個人情報の正確性について、定期的に点検しなけ

ればならない。 

 ⑷ 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の受渡し、使用、複写又は複製、保

管、廃棄等の取扱いの状況、年月日及び担当者を記録しなければならない。 

 

（返還、廃棄又は消去） 

第８ 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、事務の完了

時に、発注者の指示に基づいて返還、廃棄又は消去しなければならない。 

２ 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を廃棄する場合、記録媒

体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなけれ

ばならない。 

３ 受託者は、パソコン等に記録されたこの契約による事務に関して知ることのできた個人情報

を消去する場合、データ消去用ソフトウエア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判

読、復元できないように確実に消去しなければならない。 

４ 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を廃棄又は消去したとき

は、完全に廃棄又は消去した旨の証明書（情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責

任者、立会者、廃棄又は消去の年月日が記載された書面）を発注者に提出しなければならな

い。 

５ 受託者は、廃棄又は消去に際し、発注者から立会いを求められたときはこれに応じなければ

ならない。 

 

 （秘密の保持） 

第９ 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知ら

せてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

 

 （複写又は複製の禁止） 

第 10 受託者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記

録された資料等を複写又は複製してはならない。ただし、発注者の承諾があるときは、この限

りでない。 

  

（再委託の禁止） 

第 11 受託者は、この契約による事務については、再委託（第三者にその取扱いを委託するこ

とをいう。以下同じ。）をしてはならない。ただし、発注者の承諾があるときは、この限りで

ない。 

２ 受託者は、個人情報の取扱いを再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようとす



る場合には、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を発注者に提出して発注者の

承諾を得なければならない。 

 ⑴ 再委託を行う業務の内容 

 ⑵ 再委託で取り扱う個人情報 

 ⑶ 再委託の期間 

 ⑷ 再委託が必要な理由 

 ⑸ 再委託の相手方（名称、代表者、所在地、連絡先） 

 ⑹ 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者 

 ⑺ 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容（契約書等に規定されたものの写し） 

 ⑻ 再委託の相手方の監督方法 

３ 前項の場合、受託者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるととも

に、受託者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方によ

る個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。 

４ 受託者は、再委託契約において、再委託の相手方に対する監督及び個人情報の安全管理の方

法について具体的に規定しなければならない。 

５ 受託者は、この契約による事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、発注

者の求めに応じて、その状況等を発注者に報告しなければならない。 

６ 再委託した事務をさらに委託すること(以下「再々委託」という。）は原則として認めない。

ただし、やむを得ない理由により再々委託が必要となる場合には、第２項中の「再委託の内容

を変更しようとする場合」として扱うものとする。 

７ 前項の規定により再々委託を行おうとする場合には、受託者はあらかじめ第２項各号に規定

する項目を記載した書面に代えて、次の各号に規定する項目を記載した書面を発注者に提出し

て発注者の承諾を得なければならない。 

 ⑴ 再々委託を行う業務の内容 

 ⑵ 再々委託で取り扱う個人情報 

 ⑶ 再々委託の期間 

 ⑷ 再々委託が必要な理由 

 ⑸ 再々委託の相手方（名称、代表者、所在地、連絡先） 

 ⑹ 再々委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者 

 ⑺ 再々委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容（契約書等に規定されたものの写し） 

 ⑻ 再委託先における再々委託の相手方の監督方法 

８ 受託者は、発注者の承諾を得て再々委託を行う場合であっても、再々委託の契約内容にかか

わらず、発注者に対して個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。 

 

（派遣労働者等の利用時の措置） 

第 12 受託者は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書

に、秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。その場合の守

秘義務の期間は、第９に準ずるものとする。 

２ 受託者は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受託者と派遣

元との契約内容にかかわらず、発注者に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任

を負うものとする。 

  

（立入調査） 

第 13 発注者は、受託者がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況

について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必

要があると認めるときは、受託者に報告を求めること及び受託者の作業場所を立入調査するこ

とができるものとし、受託者は、発注者から改善を指示された場合には、その指示に従わなけ

ればならない。 

 

 （事故発生時における対応） 

第 14 受託者は、この契約による事務の処理に関して個人情報の漏えい等があった場合は、当

該漏えい等に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を書面により発注者に直ちに



報告し、その指示に従わなければならない。 

２ 受託者は、前項の漏えい等があった場合には、直ちに被害を最小限にするための措置を講ず

るとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個

人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。 

３ 受託者は、発注者と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な

限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。 

 

（契約の解除） 

第 15 発注者は、受託者が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約の全部又は

一部を解除することができる。 

２ 受託者は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、発注者にそ

の損害の賠償を求めることはできない。 

 

（損害賠償） 

第 16 受託者は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより発注者が損害を被

った場合には、発注者にその損害を賠償しなければならない。 


